
 

 

不動産貸付業に係る主な償却資産 

 

 

 

アパートや駐車場の経営で使用されている構築物や設備等も、償却資産の申告が必要です。以下の例

示を参考に、申告をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⚫ 償却資産は課税標準額の合計が１５０万円未満の場合、固定資産税が課税されませんが、その場合

でも事業を営まれている限り、資産の申告は必要となります。 

⚫ 耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産も申告が必要です。 

⚫ 「申告の手引き」、「償却資産申告書」、「種類別明細書」は小川町ホームページ（固定資産税のペー

ジ）よりダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。 

    小川町ホームページ：http://www.town.ogawa.saitama.jp/ 

    ホーム ➤ 暮らしの情報 ➤ 税金・年金・保険 ➤ 固定資産税・都市計画税 ➤ 固定資産税 

 

太陽光発電設備一式 

郵便受け 
・宅配ボックス 

ごみ置き場 

看板 

舗装路面等（ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・砂利） 

外灯 

自転車置場 

緑化施設（植栽） 
塀・フェンス 

車止め 
ライン引き 

償却資産申告書提出先・お問合せ先 
 

小川町役場 税務課 課税グループ 資産税担当 
〒３５５－０３９２  埼玉県比企郡小川町大字大塚５５ 
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留意事項 

 

申告の必要があるもの 


